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障害福祉サービス事業者による新型コロナウイルス感染症対策に関する

補助金の不正受給事案について 
  

 県が交付した新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金の不正受給による詐欺事件で、

障害福祉サービス事業者の元代表が逮捕・起訴されている事件に関して、県における調査で

不正であることを確認し、事業者への補助金返還命令等を行いましたので、お知らせします。 

 なお、当事業者の本県関連事業に関する交付決定の取り消し及び、補助金の返還命令は、

令和５年７月２８日付けの「障がい福祉サービス事業者等感染症防止対策事業費補助金（感

染対策補助金）」に続いて２件目です。 

 

１ 対象事業者 

  事業者名 ：株式会社アルムの家（土岐市土岐口中町４－９６） 

 

２ 経緯 

  令和５年５月１７日、当該事業者の元代表が本件補助金の不正受給に関する詐欺容疑で

警察に逮捕され、その後、起訴がなされた。起訴をもって警察の捜査が終了したことを受

け、県として調査を行ったところ、本件補助金について不正受給であることを確認した。 

 

３ 返還命令の内容 

  本件補助金について、以下のとおり不正受給であることを確認し、返還命令を行った。 

 （１）補助金の内容 

   名  称：岐阜県衛生資材生産設備導入経費補助金 

   内  容：布マスクの生産設備（ミシン５台、アイロン２台、アイロン台２台、ミシ

ン押さえセット２セット） 

   補助金額：５００千円 

   補助年度：令和２年度 

 （２）不正受給の内容 

   ・布マスクの生産設備の整備を証明するものとして、事業者から県に提出のあった納

品書の内容に一致する取引実態がない。 

   ・実績報告書に添付された納品書等の写しは取引実態のない虚偽の書類である。 

   ・実績報告後に、不正発覚を怖れて布マスクの生産設備を整備し、不正を隠ぺいしよ

うとした。 

 （３）返還命令等 

   県は本件補助金について、令和５年９月１５日付けで交付決定の取り消しを行い、同

日、補助金の返還命令を行った。 



４ 今後の対応 

 （１） 今回の事案を踏まえ、同補助金により生産設備を整備した他の全ての案件を調査

した結果、他は申請内容どおり整備されていることを確認済み。 

 （２） 当事業者の元代表者は、本件補助金以外にも県からの補助金の不正受給の容疑で

逮捕・起訴されていることから、県では逮捕・起訴された他の補助金についても調

査を進めており、調査の結果、申請内容と事実が異なることを確認した段階で、厳

正な対応を行い、公表いたします。 

 

＜岐阜県衛生資材生産設備導入経費補助金の概要＞ 

 [目的] 

   新型コロナウイルス感染症の影響による衛生資材の不足を解消するため、県内に本店

及び工場を有する企業等が行う衛生資材の生産設備の導入を支援する。 

 [実施年度] 

   令和２年度 

 [補助対象事業等] 

   補助の対象となる事業、経費及び補助基準額等は、以下のとおり    

補助対象事業 補助対象経費 基準額 補助金の額 

①布マスクの生産に

係る設備の導入 

備品購入費、賃借

料及び消耗品費 
 500千円 

補助対象経費の実支出額と

基準額とを比較して少ない

方の額と、総事業費から寄付

金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方

の額（当該額に千円未満の端

数が生じた場合は、これを切

り捨てた額） 

②医療用のガウン、防

護服、サージカルマ

スク、Ｎ９５マスク

等の生産に係る設

備の導入 

工事請負費、備品

購入費、賃借料及

び消耗品費 

6,000千円 

 

 


